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届奇

i究

フ
ラ

ン

ス
の
濁
立
償
還
金
庫
に
就
い
て

松

孝

児

同，

~ 

言

一
泊
時
我
岡
に
於
い
て
は

h

世
田
計
粧
掛
不
祝
特
に
そ
か
政
柑
的
不
安
mw
町
中
野
響
を
受
り
仁
則
政
金
融
」
の
勤
務
先
肌

の
た
め
、
公
債
増
加
の
傾
向
極
め
て
頴
著
で
あ
る
。
勿
論
此
知
山
か
耳
周
す
影
響
に
閲
す
る
論
議
は
直
冷
で
は
あ
る
。

が
と
に
か
く
今
日
の
事
情
の
績
く
か
き
り
、
我
闘
将
来
の
公
債
増
援
は
正
に
必
然
的
蹄
結
で
あ
る
。
従
っ
て
今
や

閥
心
す
べ
き
問
題
は
、
最
早
こ
の
公
債
増
設
の
嘗
否
に
闘
す
る
ぞ
れ
よ
り
色
.
ふ
り
し
ろ
こ
の
公
債
増
殺
の
結
果
惹

き
起
き
る
べ
き
諸
問
題
へ
の
針
策
で
あ
ら
う
。

惟
ふ
に
一
園
公
債
増
援
の
結
果
が
、
還
に
諜
算
の
均
衡
、
問
庫
の
均
衡
惹
い
て
は
闘
民
経
済
の
均
衡
を
阻
害
し
、

ぞ
は
ま
だ
同
時
に
そ
の
園
民
経
漕
の
援
展
を
破
壊
す
る
の
虞
あ
る
こ
と
は
、
巳
に
洋
の
東
西
を
聞
は
や
、
歴
史
の

示
せ
る
事
寅
に
於
い
て
疑
ふ
鈴
地
な
い
。
旦
叉
公
債
増
援
に
劃
し
て
は
こ
れ
が
管
理
乃
至
償
還
、
卸
ち
「
岡
家
信

用
の
動
嬉
」
に
劃
す
る
安
定
政
策
な
〈
し
で
は
公
債
信
用
の
維
持
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
惑
に
於
い
て
公
債
政

フ
ラ
ン

λ

の
濁
立
償
還
金
庫
に
説
い
て

第
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巻
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フ
ラ
ン
ス
の
燭
汀
一
償
還
金
庫
に
就
い
て

第
問
寸
巻

四

八.

第

披

O 

策
と
し
て
公
債
の
管
却
乃
至
償
還
は
、
ま
た
一
の
貫
践
問
題
と
し
て
極
め
て
意
義
深
き
重
要
性
を
有
つ
。

こ
の
こ

と
は
之
を
我
闘
の
現
在
及
び
将
来
に
印
し
て
考
へ
て
見
る
と
き
、
ま
た
正
に
杢
面
的
に
妥
営
し
て
ゐ
る
。

此
の
意
味
に
於
い
て
私
は
こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
世
界
大
戦
特
に
大
戦
後
の
公
債
増
後
問
題
を
と
り
あ

げ
、
そ
が
如
仰
じ
し
て
成
立
し
、
如
何
な
る
劃
策
が
加
へ
ら
れ
た
る
か
み
ぞ
吟
味
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
以
上
述
べ
た
剖
よ
り
し
て
勿
論
我
闘
の
現
在
に
於
い
て
亦
一
の
意
味
そ
有
つ
も
の
と
考
へ
る
。
殊
に
プ

つ:;;'
1:γ 
と，.'.. 
L、カ1

ふ 11.:'
こ fil
と大

フ

c
r
u
職
出
以
前
設
な
公
約
主
義
じ
ょ
っ
ゎ
j

，
L
b
h
し
か
も
ぞ
mw
大
部
分
が
内
街
で
あ
一

そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
が
大
戦
後
そ
の
三
千
億
フ
ラ
ン
に
の
ぼ
る
公
債
管
聞
の
究
め
益
ミ
公
債
を

増
殺
し
て
、
そ
が

?
y
ク、

ク
一
ブ
タ
ン
と
共
通
の
運
命
を
辿
ら
ん
と
せ
る
と
き
、

よ
〈
そ
の
管
珂
及
び
償
還
政
策

を
断
行
し
て
狂
欄
ぞ
蹴
倒
に
か
へ
し
、
そ
の
目
的
を
達
成
し
伴
だ
こ
と
は
、
今
日
、
我
闘
の
安
情
よ
り
見
て
正
に

寓
目
す
べ
き
興
味
め
る
問
題
と
さ
へ
考
へ
る
。

私
は
勿
論
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
事
賞
以
外
に
こ
の
種
主
題
の
先
例
な
き
こ
止
を
謂
は
パ
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

唯
私
が
こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
を
取
上
げ
、
そ
の
樹
立
償
還
金
庫
を
封
象
と
し
て
吟
味
せ
ん
と
す
る
所
以
の
も
の
は
、

我
闘
の
近
主
将
来
に
於
げ
る
問
題
は
、
主
止
し
て
内
債
の
増
嫌
で
あ
り
、
ま
だ
然
る
上
は
そ
の
増
殺
公
債
の
管
理

乃
至
償
還
劃
策
の
有
無
・
は
、
特
段
な
る
鰹
漕
事
情
の
出
現
せ
ゴ
る
限
り
、
我
聞
の
現
賊
特
に
そ
の
将
来
に
何
物
か

を
轟
周
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
こ

E
を
考
へ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
以
上
の
意
味
に
於
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
濁
立
償
還

金
庫
を
攻
究
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
封
策
が
如
何
な
る
も
の
で
め
る
か
を
追
究
し
、
以
っ
て
近
き
怖
来

我同日露戦争後の言聞はゆる 2占億回の公債増加は宇1:.，て外債の増加7ある。
こ山ことは最近ω問題が内債でめるに比較しで公fti'(ιl内容セ異にするので今
は暫〈これにふれな ~'o 此駄についTは神戸博士 111政 f中大系 pp.602-603; 
小川汐見博士:財政悪 PI"627-628.参照
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に
期
待
さ
れ
る
我
闘
金
融
財
政
研
究
の
一
助
と
な
き
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ーー

フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
濁
立
償
還
金
庫
の
成
立

こ
こ
に
い
ふ
濁
立
償
還
金
庫
な
る
名
栴
は
一
の
略
稀
で
あ
っ
て
、

正
し
〈
い
へ
ば
「
闘
防
謹
券
管
理
、
煙
草
産

業
経
替
及
公
債
償
還
濁
立
金
庫
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刊
に
と
呼
ば
れ
る
。

此
の
機
闘
の
創
設
は
ア
ラ
ン
λ

が
世
界
大
戦
中
別
し
て
は
大
戦
後
知
期
公
債
特
に
園
防
誼
務
の
増
殺
よ
り
ア
ラ

ン
の
暴
落

Lr諸
手
起
し
に
結
果
、

占

L
a
二
J
p
k
l
i
、
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v
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h
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始
ま
る
。
勿
論
こ
の
と
き
ま
で
に
は
己
に
多
〈
の
財
政
改
革
が
行
は
れ
て
は
ゐ
た
。
が
し
か
し
、
ク
ゼ
立
内
口
巾

-wr・ィ

i

d

1

4

 

ヅ
の
戦
争
賠
償
金
を
見
返
り
と
し
て
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ド
イ
ヅ
の
職
債
支
排
能
力
の
客
観
的

快
除
は
絶
え
や
7
-
プ
ン
債
値
ぞ
動
揺
せ
し
め
r
d

る
を
得
な
か
っ
た
。

か
の
専
門
家
委
員
舎
の
成
立
乃
支
報
告
へ
の
反
省
は
極
め
て
重

勿
論
こ
の
濁
立
償
還
金
庫
の
設
定
ま
で
に
は
、

要
で
あ
る
。
ま
だ
こ
の
報
告
に
基
い
て
カ
イ
ヨ
オ
に
よ
り
試
み
ら
れ
ん
と
し
た
諸
計
劃
も
充
分
吟
味
さ
れ
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。
が
と
に
か
く
、

ポ
ア
ン
カ
レ
は
一
九
二
六
年
八
月
十
日
に
は
憲
法
改
正
を
断
行
し
、
そ
れ
に
よ
石

法
律
を
制
定
し
て
遂
に
猫
立
償
還
金
庫
を
成
立
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。

私
は
項
を
一
見
に
改
め
て
そ
の
過
程
伝
説
明

す
る
で
あ
ら
'
っ
。

フ
ラ
ン
ス

ω街
立
償
還
金
庫
に
就
い
ず

四

九

第

挽

O 

第
四
十
巻

T eze， G.: Amenagement dε1:1 rl~tte publiql1'e en France depl1is， 1926. (R. S. 
L. F. No. 3. '933 P・376et叩 iv.) 向ほ此種金庫の歴史については Cfr.
Levraul t. R.・Les伺 is珂::;d'amortissement. -de lr.L"deUe-publuIUC! d' apres.guerre， 
1926.; Loth， p.; Les bons江 tresCOUl':t terme) 1929. pp. 13.1-190. 
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第
間
十
巻

第

獄

O 
凹

問
問
。

フ
ヲ
ン
ス
の
猫
立
償
還
金
庫
に
就
い
て

公
債
特
に
岡
防
謹
券
の
増
援
い
|
周
知
の
ご
と
く
世
界
大
戦
前
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
財
政
組
織
は
、
長

期
的 (A)
戦
争

劃
す
る
抵
抗
力
を
融
L 、
，亡

ゐ

特
に
そ
の
租
税
韓
系
中
所
待
枕
に
至
っ
て
は
一
八
四
八
年
以
前
己

に
問
題
と
な
り
、

一
九

O
七
年
の
恐
慌
に
際
し
て
色
最
も
熱
意
あ
る
主
張
が
行
は
れ
亡
の
で
め
る
が
、
向
ほ
そ
の

貨
現
を
見
る
に
歪
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
が
プ
ラ
ン
λ

議
舎
を
通
過
し
に
の
は
僅
か
に
一
丸
一
四
年
三
月

に
す
ぎ
や
、
従
っ
て
右
の
ご
と

t
共
の
成
立
後
日
な
ほ
極
め
て
浅
き
も
の
に
謝
し
、
巨
額
な
る
戦
費
支
排
の
弾
力

.[，'1 

ik' 
袈

佐川，

T
J
o
u
し
靴
作
一
文
排
の
方
扶
l
於
い
吋
L
'

れ
信
組
耽
に
よ
ぷ
L
t
付

ば
、
勢
ひ
租
税
牧
入
中
八
二
バ
ア
セ
ン
ト
を
占
め
る
と
い
は
れ
る
間
接
税
に
よ
る
の
外
な
く
、
此
等
の
事
情
は
戦

費
支
排
よ
り
見
に
フ
ラ
ン
ス
の
租
税
睡
系
上
特
に
注
意
す
べ
き
鈷
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
情
は
、
大
載
の
起
る
や
、
勢
ひ
フ
ラ
ン
丸
を
し
て
そ
の
戟
費
を
主
と
し
て
公
債
に
」
ら
し
め
ゴ
与

を
得
な
か
っ
た
。
政
府
は
こ
れ
が
た
治
ま
づ
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
政
府
貸
上
金
を
動
員
し
た
が
、
戟
費
の
増
大
は
忽

、
、
、
、
、

も
そ
の
一
不
足
を
告
げ
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
に
於
い
て
政
府
は
一
九
一
四
年
九
月
十
三
日
、
謂
は
ゆ
る
マ

Y

男
戟
の

、
、
、
、
、
、
、
.

た
め
の
戦
費
調
達
の
目
的
を
以
っ
て
国
防
誼
券
の
名
を
附
せ
る
額
面
百
フ
ラ
ン
及
び
千
フ
ラ
ン
な
る
五
分
利
附
短

期
誼
券
を
後
行
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
政
府
貸
上
金
の
増
加
及
び
短
期
園
防
誼
券
増
加
の
傾
向
は
引
績
き
行
は
れ
、

特
に
大
戦
後
に
至
つ
て
は
、
公
債
管
理
の
た
め
更
に
公
債
夜
行
を
以
つ
で
し
た
た
め
此
等
の
金
額
の
総
和
は
異
常

な
増
加
を
見
る
に
至
っ
た
。
今
一
九
一
二
年
1
1
1
一
九
二
七
年
間
の
政
府
貸
上
金
額
並
に
一
九
一
一
一
一
年
l
一
九
二

七
年
間
に
亘
る
短
期
園
防
誼
券
後
行
額
の
増
加
を
示
す
と
次
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
果
し
て
之
に
よ

]eze， G.: op. cit. p・384et suiv. 
Dulles: The Freneh Fr:inc， 1914'-1928 p. 58.尤も悶知のごとくフランスの
接間訴は租税徴収法方の知何i二よって決定され品也のでめる従ってその他
は特に注意して許債きれなりればならない。
この金額はフラ"，7.銀行に於L、で29億フラン. アPレヂエリ銀行に於L、て Z億
フラン合計30億フラン， ξれは I9II年II月日日じ於L、て巳に政府 2フランス

4) 
5) 

6) 



っ
て
共
の
公
債
管
理
政
策
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
か

第
-
表

。

フ
ラ
ン
ス
銀
行
貸
上
金
と
圃
防
諮
券
賛
行
高
表
(
単
位
百
寓
フ
ラ
ン
)

月

日

貸
上
金
制
限
(
協
約
)

年

一
九
一
一
年
十
一
月
十
一
日

一
九
一
四
年
九
月
二
十
一
日

-
九
一
五
年
五
月
四
日

一
九
一
七
年
一
-
月
十
三
日

一
九
一
八
年
四
月
間
日

六
月
五
日

九
.
九
恥
二

HhH
コ
日

タ

削
月
二
十
問
日

一
九
-
二
年
十
二
月
三
十
一
日

一
九
二
二
年
十
二
月
三
十
一
日

一
九
二
三
年
十
二
月
三
十
一
日

一
九
二
四
年
十
二
月
三
十
一
日

一
九
二
五
年
十
二
月
三
十
一
日

六

月

三

十

日

t t 

十
一
月
二
十
四
日

タ

十
二
月
一
一
一
日

一
九
二
六
年
十
-
一
月
三
十
一
日

一
九
二
七
年
十
二
月
三
十
一
日
H

制
限
額
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九
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フ
ラ
ン
ス
心
燭
た
償
還
金
庫
に
就
い

第
同
十
t
t

凶

1"1 

第
一
-
披

。
占，、

フ
ラ
ン
ス
政
府
は
上
越
せ
る
政
府
貸
上
金
並
に
短
期
園
防
謹
歩
の
胤
慣
行
を
な
せ
る
に
も
拘
ら
や
、
そ
の
尉
政
窮

乏
は
愈
ミ
甚
仁
し
〈
更
に
イ
ギ
リ
ス
及
び
北
米
合
衆
闘
よ
り
の
援
助
を
求
め
古
る
を
符
ゴ
る
に
至
り
、
此
等
の
事

情
は
濫
に
フ
ラ
ン
式
財
政
経
樺
の
一
均
衡
を
徹
底
的
に
破
壊
す
る
に
至
つ
に
。
殊
に
大
戦
直
後
に
於
い
て
フ
ラ
ン
ス

が
そ
の
復
夜
間
資
金
七
ぱ
原
則
ー
し
て
ド
イ
ツ
の
賠
償
金
を
捨
保
と
せ
る
短
期
公
債
に
求
め
た
こ
左
は
、
新
に
買
上

一品暁
4

伊
」
設
け
た
る
に
色
拘
ら
や
、
袋
、
¥
ア
一
プ
ン
ス
ヤ
}
し
て
公
債
の
増
殺
な
促
3
し
め
、
ぞ
は
ま
だ
周
知
の
ご
と
〈

位
~
、
‘
壮
岡
仲
代
戦
後
の
プ
ブ
ン
λ

の
ん
似
儲
ヤ
同
期
勺
:
)
し
め
る
仁
13
円
二
日

か

t
て
此
等
事
情
の
錯
綜
は
枯
渇
に
フ
ラ
ン
ス
資
本
の
海
外
逃
避
と
な
り
、
フ
ラ
ン
へ
の
投
機
を
惹
起
す
る
に
及

ん
で
そ
は
徹
底
的
に
フ
ラ
ン
ス
財
政
令
」
脅
か
す
に
至
り
、
途
に
政
府
は
何
等
か
の
方
法
に
よ
っ
て
公
債
及
び
聞
防

誼
雰
の
整
哩
を
行
ひ
其
の
信
認
を
侠
復
寸
る
に
非
ゃ
ん
ば
、
ぞ
こ
に
ア
ラ
ン
の
暴
落
合
通
じ
て
由
々
し
き
一
枇
曾
問

題
が
惹
起
さ
れ

5
る
や
の
深
憂
を
生
ぜ
し
め
る
に
至
っ
て
フ
ラ
ン
ス
は
そ
の
劃
外
貨
幣
債
怖
の
一
大
動
揺
を
通
じ

て
空
前
の
危
機
に
直
面
し
た
。

B
 

〆
F
L

専
門
家
委
員
舎
の
成
立
と
共
の
報
告
内
容
|
|
以
上
述
べ
れ
る
が
ご
と
き
フ
ラ
ン
ス
財
政
の
貧
困
は
、
・
謹

に
一
九
二

O
年
の
恐
慌
を
通
じ
て
先
づ
フ
ラ
ン
ス
信
認
の
程
度
を
聞
は
れ
る
に
至
っ
た
が
、
其
後
更
に
戸
ク
Y
占

領
問
題
を
惹
起
し
た
後
、
一
九
二
五
年
に
は
、
再
び
そ
の
信
認
の
危
機
が
叫
ば
れ
る
に
至
っ
た
。
蛍
時
フ
ラ
ン
ス

、‘
.
.
 、
、
.
、
、
.
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、

は
針
外
的
に
は
、
ジ
柑
ノ
ヤ
及
び
モ
ロ
ヅ
コ
に
出
兵
し
て
そ
の
戦
費
少
か
ら

F
る
も
の
が
め
っ
た
が
、
し
か
も
亦
封

、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
‘
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、

内
的
に
は
、
資
本
校
設
定
問
題
は
内
閣
の
運
命
を
決
し
、
加
ふ
る
に
内
怖
に
於
い
て
一
九
二
五
年
政
府
公
債
の
償

Je田. G.: op. cit. pp. 390-398. 8) 



.
、
、
‘
.
‘
.
、
、
.
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、

還
期
限
到
来
せ
る
も
の
三
二

O
億
フ
ラ
ン
を
算
す
る
に
及
ん
で
、
俄
然
か
〈
の
ご
と
き
政
治
財
政
上
の
難
局
突
破

に
は
何
等
か
の
非
常
手
段
を
必
要
と
す
る
の
棒
高
去
り
来
旬
、
殊
に
短
期
間
防
護
券
の
慮
理
い
か
共
の
論
議
の
中
心

と
な
っ
た
。

此
の
事
情
に
於
い
て
一
九
二
六
年
は
正
に
財
政
上
の
危
機
で
め
っ
た
。

こ
の
危
機
掛
策
は
遂
に
一
九
二
六
年
五

月
三
十
一
日
の
統
令
を
以
っ
て
専
門
家
委
員
舎
を
認
め
し
め
る
に
歪
っ
た
。
ぞ
の
組
織
は
セ

Y
ジ
ヤ
ン
を
委
員
長

oJ 

と
す
る
貨
際
家
、
理
論
家
宇
佐
併
せ
に
綿
員
十
一
二
名
よ
h
成
り
、
同
年
七
月
に
至
っ
て
報
告
を
殺
表
し
た
が
、
そ
の

.

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

主
張
は
通
貨
政
策
目
的
を
ば
ブ
ラ
シ
の
引
上
よ
り
色
む
し
ろ
プ
ヲ
-
Y
の
安
定
に
あ
ち
と
し
、
安
定
水
準
と
し
て
は

技
術
上
官
時
の
矯
替
相
場
よ
句
も
一
応
仁
有
利
な
る
プ
ヌ

γ
の
選
探
を
希
望
し
て
ゐ
る
。
安
定
時
明
に
つ
い
て
は
安

v
v
E
h
H
日

1

J'A
勃
寸
侃
1
2

長
官
晶
、
J
f
p
t
1
y
住

E
I
-
-
/
a
d
ノ
戸
ー
、
〉

J
、

記
判
制
一
U

唱

q
f
J
J
E奈
川
辺
v

パ

1
I
c
-
-
♂
♂
カ

同
サ

I
h
T
主
主
4
1
L圃

J
I
1

r
E
I
4♂

d
メ
点
下

J
T
1
-
l

次
の
諸
項
をナ
あ 31F
~f 主f
て上
ゐの

ちり〉雪〈
ー刃L

i引l

短
期
資
本
の
移
動
を
遁
嘗
に
防
止
し
、
同
際
貸
借
を
正
常
に
す
る
と
と

換
算
の
均
衡
を
は
か
る
と
と

同
出
席
勘
定
の
均
衡
を
は
か
る
こ
と

封
斗
債
務
を
整
理
す
る
三
土

所
貨
幣
制
変
を
経
済
上
の
詩
要
素
に
遁
合
さ
せ
る
こ
と

紙
幣
議
行
及
び
商
業
手
形
制
引
の
基
礎
と
し
て
充
分
及
る
外
園
田
同
普
及
び
金
を
準
備
す
る
と
と

こ
れ
に
よ
っ
て
政
府
は
、

7

7
ン
の
安
定
を
行
ふ
と
共
に
.
珠
算
の
均
衡
、
岡
庫
の
均
衡
、
園
際
貸
借
の
均
衡
を

( 

) 

戸

一

一

)

(
一
一
一
)

ヘ
問
)

ベ
瓦
)

(
六
)

フ
ラ
ン
ス
川
猫
汁
償
還
金
庫
に
就
い
て

晴
弔
問
十
巻

四
四
=
一

第

披

O 
七
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.1:掲書" pp. 36-44. pp. 91-14lS. 
Jュ掲書~ pp. 45-4.6. pp. 149-205 

91 

)
)
)
J
 

0

1

2
司

J

E

E

-

-



ア
ラ

Y

ス
の
濁
立
償
還
金
庫
に
就
い
て

第
四
十
巻

第
二
放

O 
A 

川
外
川
河
川
当

F
H
E
 

も
岡
ら
ん
と
し
に
の
で
あ
る
が
、
漸
く
迫
h
，
，
来
れ
る
財
政
上
の
危
機
突
破
針
策
は
之
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
成
立
す

る
に
至
っ
た
。

似
樹
立
償
還
金
庫
の
成
立
ぃ

l
専
門
家
委
員
舎
の
報
告
は
フ
ラ
ン
の
債
値
安
定
ぞ
通
じ
で
フ
ラ
ン
ス
財
政
の

鞍
理
方
策
を
示
し
た
の
で
は
め
る
が
、

し
か
し
そ
の
貨
現
は
必
や
し
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
郎
ら
最
初
こ
の
委

此
曾
報
告
の
精
紳
を
賀
践
に
移
き
ん
と
せ
る
も
の
ほ
カ
イ
ヨ

4

で
あ
っ
た
が
、
被
は
不
幸
に
し
て
中
道
に
し
て
嵯

猷

L
7
0
ぞ
れ
で
目
的
は
こ
れ
に
勺
い
で
仁
っ
た
ボ
ア
ン
カ
レ
に
よ
っ
て
始
め

τ賞
現
さ
れ
る
に
至
つ
だ
。

。
ホ
ア
ン
カ
レ
政
策
の
特
性
は
、

カ
イ
ヨ
オ
の
そ
れ
が
封
外
ク
レ
ヂ
ソ
ト
設
定
を
僚
件
と
せ
る
に
封
し
、
之
を
徹

底
的
に
排
斥
し
た
る
瓢
に
あ
る
。
却
も
そ
れ
ま
で
貨
幣
債
値
安
定
に
於
い
て
‘

一
般
に
原
則
的
保
件
と
し
て
考
へ

ら
れ
て
ゐ
仁
外
岡
よ
り
の
ク
レ
ヂ
ッ
ト
に
よ
る
こ
と
を
退
け
、

ぜ
ん
と
す
る
に
あ
か
。
之
に
よ
っ
て
政
府
は
闘
民
精
神
の
緊
張
を
岡
り
、
岡
民
の
愛
闘
心
に
訴
へ
租
税
を
前
納
せ

フ
ラ
ン
ス
自
身
の
カ
を
以
っ
て
そ
の
信
認
を
快
復

し
め
な
ど
し
て
以
っ
て
フ
フ
シ
安
定
ぷ
閲
す
る

a

ホ
ア
ン
カ
レ
的
政
策
を
追
及
し
た
の
で
あ
る
が
、
遂
に
一
九
二
六

年
八
月
三
日
の
法
律
は
謂
は
ゆ
る
濁
立
償
還
金
庫
卸
ち
「
閤
防
誼
券
管
理
、
煙
車
産
業
経
替
及
公
債
償
還
樹
立
金

庫
」
営
成
立
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。

こ
の
成
立
と
共
に
政
府
が
考
へ
た
こ
と
は
、
ま
づ
フ
ラ
ン
安
定
に
闘
す
る
準
備
で
あ
る
が
、
こ
の
準
備
期
に
於

い
て
濁
立
償
還
金
庫
は
専
ら
流
動
公
債
の
整
理
を
行
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
あ
る
に
よ
っ
て
僅
か
に
共
後
に
於
け
る

事
賃
上
の
安
定
及
び
法
律
上
の
安
定
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
は
此
の
意
味
に
於
い
て
こ
の
濁
立
償
還
金

]eze. (;. : op. cit. pp. :198-406. 
大蔵省理財局‘例圃の幣制強理 pp・'P-48;Dulles ・np.ciJt. pp. 253-2S7 
Levrault， R，: op cit. pp り0-103:大蔵省調査局併|副の幣制整理 Pp.3g-50.
尤色賓際は訪日占フランスが封米債務に闘する規定を批准しなt.ったので，フ
ランスはその解決な〈しては鞠米クレヂツトを問居。 kすることはで舎なか
った。

14) 
1， I 
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庫
の
成
立
を
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
乏
に
一
見
に
項
を
改
め
て
そ
が
如
何
な
る
業
蹟
を
あ
げ
た
か
を
吟
味
せ

ん
と
す
る
ち
の
で
あ
る
c

一一一
濁
立
償
彊
金
庫
の
業
蹟

• 

濁
立
償
還
金
庫
は
そ
の

E
し
い
か
刷
稿
た
る
「
闘
防
誼
務
管
理
、
煙
草
産
業
経
管
及
公
債
償
還
渦
立
金
庫
」
な
る
ぞ

れ
が
示
す
ご
と
〈
、
そ
の
取
扱
ふ
と
こ
ろ
の
業
務
は
濁
立
金
庫
と
し
て
の
岡
防
誼
裁
の
管
却
で
あ
る
と
共
に
、
八
位

偵
の
償
選
で
あ
り
、
更
に
は
煙
草
の
専
買
で
あ
る
。
換
一
一
一
一
目
す
れ
ば
樹
立
金
庫
と
し

τ闘
防
誼
雰
の
骨
理
内
容
七
る

惜
換
及
び
利
州
を
行
ふ
の
外
、
公
債
の
一
償
泣
を
も
収
扱
ふ
も
の
で
あ
り
、
一
丸
に
こ
れ
炉
財
源
と
し
て
の
煙
草
の
買

ス
製
品
販
由
貿
を
認
め
る
も
め
で
あ
る

即今
h

そ
は
御
前
十
川
町
民
λ
製
必
版
買
に
よ
ぷ
銘
命
令
以
ペ
叶
L
爪

I
fの
利
州
及

び
償
還
を
な
す
樹
立
せ
る
金
庫
で
あ
巧
ι
。
故
に
此
勅
よ
り
す
れ
ぽ
煙
草
専
買
は
同
金
庫
に
封
し
手
段
的
な
地
位
を

占
め
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、

そ
の
目
的
は
煙
草
事
責
に
よ
り
利
盆
を
あ
げ
、
之
を
以
っ
て
同
金
庫
の
公
債

管
珂
償
還
資
金
に
あ
て
る
に
あ
る
。

こ
の
余
庫
が
最
初
前
述
専
門
家
委
員
合
に
よ
っ
て
論
議
さ
れ
た
・
と
き
に
於
い
て
は
、
草
に
一
の
聞
防
謹
券
の

、、

管
理
の
み
を
目
的
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
亡
。
然
る
に
。
ホ
ア
ン
カ
レ
案
に
於
い
て
は
単
に
管
理
を
以
っ
て
満

足
せ
て
更
に
そ
の
償
島
を
も
目
的
と
す
る
に
至
り
、
向
甘
え
そ
の
管
問
償
還
に
あ
て
ら
れ
る
ぽ
額
色
、
専
門
家
委

員
合
同
案
に
於
い
て
は
煙
草
専
買
益
金
よ
り
一
定
金
額
を
繰
り
入
れ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

ポ
ア

ν
カ

V

案
に

7

ラ
ン
ス
の
濁
立
償
還
金
庫
に
就
い
て

第
凶
十
巻

第
二
務

O 
:IL 

四
四
五

，8) ]eze. G.: oP'o cit. p.p・411-41-5j CU. Rapp{Jrt~j a回 .ue1sd.c la cnlsse日 tonolne
o (R. S. L. F.) 1928'0 NO-4; Levr，，-，山・ op.Clt. p. 103・etsuiv・Israel:Oeuvre 
d~ la caisse Jaut';nome d'a~ortì~s(::J:J ent -de la detle publique (R. P. P. ~o・
471 pp. 252-265) 
比の貼については大競省理財局俳閣の幣制整理1'1'・ 95-96 参照
樹立金庵の法律ーヒの性質について l土上掲併z闘の幣制穂理 pp・97--99・参照
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7

ヲ
ン
ス
め
猫
立
償
還
金
庫
仁
就
い
て

川
開
四
六

0， 

第
円
汀
且
官

第

鉱

於
い
て
は
同
専
責
を
金
庫
に
従
属
せ
し
め
、
そ
の
資
金
獲
得
手
段
と
し
て
慨
草
専
買
を
行
は
し
め
る
も
の
で
あ
り
、

型

こ
こ
に
間
金
庫
の
名
栴
は
重
品
目
的
な
長
い
も
の
と
な
っ
て
示
3
れ
る
に
至
っ
た
。

な
は
こ
の
金
庫
財
源
は
煙
車
事
責
接
金
を
以
っ
て
之
に
あ
て
る
も
の
で
あ
る
が
、
必
宇
し
も
こ
れ
の
み
に
限
る

も
の
で
は
な
い
。
ぞ
の
財
加
を
吟
味
す

4
Q
K
二
つ
の
系
統
に
分
仁
れ
る
ο

第
一
は
一
九
二
六
年
八
月
十
日
の
憲
法

叩
ち
謂
ム
・
と
こ
ろ
の
憲
法
に
よ
る
財
源
で
め
り
、

第
一
一
は
一
般
法
律

に
基
〈
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
財
加
、

じ
ょ
っ
t
諦
め
ら
れ
れ
則
加
U
1
d，お「

第
一
の
憲
法
に
よ
る
財
源
は
、
も
し
そ
の
必
要
あ
る

E
さ
は
橡
算
よ
り
補
給
を
受
け
る
も
の
で
め
っ
て
?
次
の

四
種
よ
り
成
る
ι

〆'、、

一、・-" ( 

) 

煙
草
専
費
徒
会語、

( 

) 

第
一
同
所
有
権
移
綿
花
闘
す
る
柿
完
的
臨
時
税

( 

) 

相
績
税
及
び
死
亡
に
よ
る
所
有
権
移
将
校

(
四
)

寄
附
叉
は
遺
贈

の
煙
草
専
貰
議
金
は
一
九
二
五
年
に
於
い
て
約
一
七
億
五
一
二

O
O寓
フ
ラ
ン
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

九
三
一
年
に
は
三
六
億
一
四

O
O高
ア
ラ
ン
に
増
加
し
て
ゐ
る
。
(
二
)
の
第
一
同
所
有
権
移
轄
に
闘
す
る
補
完
的

臨
時
枕
は
一
九
一
六
年
八
月
三
日
の
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
初
そ
の
税
率
は
七
分
と
い

ふ
高
率
で
あ
っ
た
の
で
忽
ち
信
用
を
失
ひ
、
其
後
一
九
二
九
年
に
五
分
、

一
九
二
一

O
年
に
三
分
と
い
ふ
雨
度
に
亘

Levrault : op. cit. p. 96， 

専門家委員曾):"，アシカレ案との柑遣につL、ては上摘f弗闘の幣措IJ整珂ー・P'97参ft[
hrael: op. o.lt. p. 253・
Isra吾1:op. cit. p. 253 
]eze : op. cit. p・ 418-419
]e問 :υp.cit. P・ 416
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石
枕
率
引
下
が
行
は
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
耽
額
は
一
九
二
九
年
に
七
億
五
五

O
O高
ヌ
フ

が
、
共
後
一
九
三
二
年
に
は
二
一
億
五
五

O
O高
7
-
プ
ン
に
減
や
る
に
至
っ
た
。
次
に
さ
一
)
の
相
演
穂
及
び
死
亡
に

ン
に
遣
し
て
ゐ
た

よ
る
所
有
権
移
輔
税
は
一
九
二
九
年
四
月
十
六
日
‘

一
九
一
一
二
年
三
月
三
十
一
日
の
法
律
に
よ
っ
て
減
ぜ
ら
れ
る

に
至
っ
た
が
、
そ
の
積
額
は
一
九
二
九
年
に
於
い
て
最
高
三
七
億
二
七

O
O寓
プ
ラ
ン
、

一
九
三
二
年
に
は
一
九

億
八

0
0
0高
ア
ラ
ン
に
減
じ
て
ゐ
る
。
最
後
に
(
四
)
の
寄
附
叉
は
遺
贈
に
闘
し
て
は
そ
の
金
額
は
一
九
二
七
年

十
二
月
末
一
一
一
億
一
七

0
0寓
プ
ラ
ン
を
示
し
て
ゐ
た
炉
、
後
年
に
於
い
て
は
次
第
に
減
ぜ
r
d

る
全
得
な
く
な
っ
て

来
て
ゐ
4
0
0

県
に
掠
-
一
の
潜
伏
に
よ
ら
な
い
財
源
中
に
は
火
の
も
の
が
撒
へ
ら
れ
る
。

( 

) 

諸
国
畑
立
金
庫

( -. 
) 

イ 時立
ツ 王襲
戦算
債痢l
陪徐
償金料
金却J

( 

ー
) 

(
四
)

煙
車
専
責
ハ
金
金
中
、
同
凶
防
諮
雰
及
び
借
換
誰
み
の
利
朗
に
則
ひ
ら
れ
ざ
る
部
分

以
上
の
中
.
(
二
に
つ
い
て
は
奮
金
庫
の
残
額
は
約
一
一
億
一
四

O
O菖
ア
一
フ
シ
で
あ
り
、
(
一
二
)
に
つ
い
て
は
そ
の

的
問

フ
ラ
ン
ス
の
受
取
の
る
べ
き
金
額
は
・
1

二
億
五
一

0
0高
フ
ラ
ン
で
め
る
。

金
庫
運
用
資
余
の
内
容
は
以
上

ω
ご
と
〈
で
あ
る
。
此
等
の
資
金
は
そ
の
役
割
に
於
い
て
、
或
は
川
園
防
謹
券

の
管
理
に
、
或
は
川
公
債
の
償
却
に
あ
て
ら
れ
る
が
併
し
上
速
の
諸
項
中
最
も
重
大
な
る
も
の
が
煙
草
の
事
責
盆

フ
ラ
ン
之

ω
街
有
償
還
金
庫
に
就
い
て

四
川
七

第

~i主

第
四
十
念

Isra.GH. nI.; op. ci t・pp目 251-254
J邑ze:op. cit. p. 4Ii' 
leze: op. cit. p. 417・

Isra昌1:op. cit. p・254・
此慰についでは最初は閣防殺券のみが|河越 tなった。併しそは常然議舎に於
いて色問題とな 9 ，そ山結果ポアン i~ I 川、:於いては同防詫券の外，樹障の特
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フ
ラ
ン
ス
の
濁
立
償
選
金
庫
に
就
い

第
間
十
品
世

四
四
八

第
二
放

金
で
あ
る
こ
と
は
巳
い
名
詮
白
栴
的
に
明
か
で
あ
る
。
故
に
私
は
以
下
更
に
此
等
諸
枯
の
内
容
を
説
明
ぜ
ん
と
す

る
も
の
で
あ

J

る。

同
岡
防
雲
の
管
理
「
l
l
巳
に
の
ぺ
た
お
が
ご
と
く
、
園
防
護
喜
朗
は
同
金
庫
の
根
本
貯
蓄
の
一

つ
で
あ
る
。
同
金
庫
は
徐
ι
ご
い
で
ぽ
あ
る
が
岡
防
誼
券
の
克
改
を
行
ふ
と
共
に
、
吏
い
れ
大
量
的
な
る
償
還
の
請
求

8
M
H

」
防
が
ん
と
す
る
も
の
で
あ
あ
。
勿
論
か
〈
云
つ
だ
か
ら
と
一
買
っ
て
も
、
こ
の
金
庫
は
最
初
か
ら
そ
の
日
的
に
皆

亡
得
ら
れ
る
充
分
な
資
金
ゃ
ん
旬
つ
亡
ゐ
る
も
の
C
は
な

P
¥

可
}
〆
広
司
」
引

ιnvpprI
ぺ4
4

川
げ
円
、

l

d

a

u

、

、

白

、

.

E
U
行
主
催
本
自
t
-
泊
二

J
/
4
仁
が
L
F
I
4引
寸
る

金
額
は
、
僅
か
に
二
億
三

0
0高
フ
ラ
ン
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
内
容
ぞ
吟
味
す

3
E内
一
一
億
三
五

O
O高
ア

ラ
ン
は
寄
附
及
♂
遺
贈
よ
'
ワ
品
川
り
、
六
ベ
コ
コ
耳
プ
ラ
ン
よ
奮
賛
還
三
一
言
で
て
ツ
晶
子
一
ヘ
早
口
仁
三
一
内
'
A
Z
一で
d
t
z
z

然
る
に
そ
の
最
初
本
金
庫
の
管
理
に
踊
し
た
公
債
は
己
に
四
九

O
億
フ
ラ
ン
の
多
き
に
建
し
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の

金
利
ep
平
均
五
分
五
厘
と
し
て
も
利
排
額
約
二
七
億
で
め
り
、
こ
れ
に
煙
草
製
造
専
頁
経
費
約
八
億
7

ラ
ン
念
加

へ
る
と
き
は
総
司
計
約
三
五
億
フ
ラ
ン
は
き
し
め
た
り
一
金
庫
運
用
に
要
す
る
資
金
で
あ
る
。
こ
の
少
く
も
三
五
億
フ

-
プ
ン
の
資
金
を
ぱ
最
初
の
財
源
た
る
僅
L
f

二
一
億
三

O
O寓
フ
ラ
ン
を
運
用
し
て
求
め
ん
と
す
石
こ
と
が
ま
づ
同
金

庫
に
劃
し
て
課
せ
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
。
金
庫
は
如
何
に
し
て
こ
れ
を
解
決
し
た
か
。
事
賞
金
庫
は
そ
の
資
金
友

ひ
煙
草
牧
入
を
保
誼
L
」
し
て
更
に
謹
晶
?
を
殺
行
し
た
。
そ
の
謹
券
は
額
面
五

0
0
フ
ラ
ン
、
金
利
は
六
分
な
る
国

定
利
率
の
外
に
糖
車
市
立
買
責
上
額
に
よ
る
割
増
配
営
を
認
め
た
。
卸
ち
煙
草
買
上
金
額
二

O
億
y
-
7
y
e
T
超
え
る

'
と
き
は
、
そ
の
質
上
超
過
額
一
億
フ
ラ
ン
毎
に
五

0
0
フ
ラ
ン
詮
券
に
針
し
年
割
増

0
・
五
フ
ラ
ン
を
奥
へ
る
こ

別常座勘定普通大蔵省詮券，短期圃庫債券及びクレヂイナショナル短期債券
政府貸上金が取上げられた。この問題への解説は4トぞのところでない。
hnJel: 0ド・ cit. pp. 255，-256， N: l"auvre de III caissl: u:"a"morhssem"ent 
σournal des Economistes， 15. no¥'， 19.4. PP 733-".34) 
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と
こ
れ
で
あ
る
。
但
し
割
増
金
額
五
フ
ラ
ン
未
満
の
場
合
は
割
増
を
認
め
な
い
。

こ
の
殺
行
方
法
は
異
常
な
成
功
を
膏
し
、
同
金
庫
は
こ
れ
に
よ
っ
て
三

O
億
フ
ラ
ン
の
資
金
を
得
、
之
を
以
つ

て
珠
定
の
流
動
公
債
管
理
を
行
ひ
、
従
来
の
短
期
龍
券
を
漸
次
整
理
し
て
之
に
劃
す
る
合
利
負
携
を
減
ぜ
し
め
る

と
共
に
、
克
に
満
期
期
限
到
来
の
公
債
を
調
節
し
て
各
年
度
に
均
等
な
公
債
負
携
を
認
め
し
め
る
に
至
っ
た
。

か
く
の
ご
と
き
公
債
管
理
政
策
は
略
E
そ
の
珠
想
上
の
成
功
や
脅
し
、

一
九
二
七
年
六
月
二
日
以
後
は
二
年
以

内
の
謹
券
夜
行
を
康
止
し
、
そ
の
満
期
期
限
を
整
理
し
、
そ
の
各
年
割
嘗
額
を
卒
等
に
せ
る
外
、
更
仁
公
債
利
子

bn}
も
輯
滅
す
る
に
至
っ
た
。

日

か
く
し
て
求
め
ら
れ
た
結
果
ぞ
一
幣
す
る
占
、
今
一
九
二
六
年
十
月
一
日
に
於
い
て
そ
の
岡
防
護
紫
及
び
大
減

省
誼
裁
は
組
制
四
八
一
億
六
七

C
C高
フ
ラ
ン
に
遣
し
、
そ
の
繭
期
期
限
色
一
ヶ
月
乃
至
一
ヶ
年
に
一
旦
る
各
種
め

も
の
か
ら
成
っ
て
ゐ
た
が
、
共
後
六
ヶ
年
一
九
三
二
年
十
月
末
に
は
そ
の
金
額
は
約
二
八
四
億
二

0
0
0高
ブ
ラ

ン
に
減
じ
、
そ
の
満
期
期
限
も
亦
之
を
統
一
さ
れ
て
二
ヶ
年
と
な
る
に
至
っ
た
。
要
す
る
に
六
ヶ
年
仁
亘
る
八
公
債

の
整
理
償
還
は
約
二

O
O
億
ア
一
プ
ン
で
あ
り
、
流
動
公
債
糠
額
の
四
一
バ
ア
セ
ン
ト
に
営
る
が
、
更
に
右
金
額
中

整
理
ぎ
れ
た
も
の
は
一
八
五
億
七
六

O
O高
フ
ラ
ン
、
償
還
さ
れ
た
も
の
は
そ
の
残
額
で
あ
る
。
ま
た
一
九
一
一
六

年
に
於
い
て
は
毎
月
期
限
の
到
来
す
る
も
の
七

O
億
乃
至
八

O
億
フ
ラ
ン
に
達
し
て
ゐ
恰
炉
、

一
九
三
二
年
に
は

平
(B) 均

的

一
億
六

0
0
0高
フ
ラ
ン
を
数
へ
る
に
至
っ
て
ゐ
る
。

公
債
の
償
還
|
|
前
述
せ
る
管
開
業
務
が
主
と
し
て
園
防
誼
券
に
限
定
さ
れ
た
る
に
卦
し
、
公
債
償
還
に

フ
ラ
ン
ス
の
燭
立
償
還
金
庫
に
就
い
て

第
四
十
巻

第

按

四
四
九

一一一

Is阻 止。p.cit. p. 2.56. N: op. cit. :~). 735・
Israel: op.. cit. pp. 256-259・
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フ
ラ
シ
ス
山
猫
立
償
還
金
庫
に
就
い
て

第

盟主

四

第
四
十
巻

四
五

O

劃
し
て
は
何
等
内
容
規
定
が
な
か
っ
た
た
め
、
金
庫
川
か
取
扱
へ
る
償
還
は
圃
防
誼
券
の
外
各
種
公
債
に
ま
で
及
ん

で
ゐ
る
qv

今
共
等
公
債
が
如
何
な
る
方
法
に
よ
り
償
還
さ
れ
た
か
を
列
暴
す
る
と
お
、

園
防
詮
朱
及
び
借
換
設
朱
の
償
還

〆町、

‘ー〆

取
引
所
に
於
け
る
賀
灰
に
よ
る
公
債
償
還

( 

) 

中
期
公
債
償
還

ヘ1
1
J

戸

川

川

河

}

』

-
5
1
9
4
、1
J
E
M

・
3
ν
Y
4
3
E

JJ
院
予
F
H
J
J
a
t
J
-

(
五
)

フ
ラ
ン
ス
銀
行
に
引
渡
さ
れ
た
大
蔵
省
詮
券
の
償
還

(
六
)

共
他
公
債
償
還

の
六
積
雪
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
此
等
の
償
還
方
法
に
よ
っ
て
償
還
さ
れ
た
公
債
金
額
を
あ
げ
る
と
次
の

ご
と
く
で
あ
る
。

一
九
三
七
年
よ
り
一
九
三
一
年
に
一
旦
る
聞
の
純
額
に
於

い
て
約
三
二
億
ア
ラ
Y

に
及
ん
で
ゐ
る
が
、
そ
の
年
別
誇
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

〆-、

一、-'

闘
防
誼
券
及
び
借
換
龍
券
に
劃
す
る
償
還
は
、

一
九
二
七
年

一
九
二
八
年

一
九
二
九
年

五
三
六
、
七
一
一
一
、

0
0
0
{フ
ラ
ン
w

一
一
=
一
、
六
五
大
、
五
O
O

二
、
三
六
二
、
五
六
九
、

0
0
0

一
九
三
O
年

一
九
=
二
年

一九一一一二年

六
二
一
、
二
O
C
、
c
c
c

七
二
、
五
九
回
、

0
0
0

凡
問
、
七
六
一
一
、

0
0
0

取
引
所
に
よ
る
民
民
償
還
は
上
越
せ
る
期
間
に
於
い
て
そ
の
総
額
約
一
三
五
一
億
フ
ラ
ン
で
あ
る
が
、
そ

の
年
別
静
は
次
の
ご
と
〈
で
あ
る
。

，-園、、

一、〆

本稿 (A)因坊詮券の管理参照
Israel: op. cit. p. .257. 
Isra邑1:op. cit. p. 257目

hraeJ; op cit. p. 257目
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〆'、、

、・J

れ
て
ゐ
る
。

(
四
)

み
の
る
。

h

J

L

J

 

a
F
1』
J

一
九
二
九
年

一九

O
年

七
コ
一
回
、
二
七
一
、
。
五
。

一
一
、
二
二
五
、
=
一
O
五
、
一
三
九

六
、
六
一
八
、
九
九
二
、

=
一
、
九
円
問
、
八
コ
二
、

ーへO
Oヘ
フ
ラ
ン
}

八
三
九

一九一一一一年

一九一一一二年

棄
に
中
期
公
債
償
還
は
組
計
に
於
い
て
約
六
三
億
フ
ラ
ン
で
あ
り
、
共
の
年
別
誇
は
次
の
ご
と
く
示
き

一
九
三
一
年

九

年

一
、
三
七
一
、
{
口
高
ソ
マ
シ
)

二
八
、
九
二
九
百
高
フ
ヲ
シ

公
債
契
約
上
仁
基
、
償
還
は
総
計
に
於
い
て
約
二
七
億
フ
一
フ
ン
で
あ
り
、
そ
の
年
別
誇
は
次
の
遁
ち
で

4

九
-
1

一年

-、
4

、、ユ(一向宮内??ン

一

」

F

九九
4

コ岡高ソ一ブシ

九

年

ア

ラ

ン

λ

鉛
行
引
波
大
描
省
首
府
ゅ
の
償
還
は
一
九
一
一
九
年
以
後
に
行
ば
れ
た
が
、

L
-
1ノ
ノ
'
刻
山
町
円

+
4
A
h
リ
」

4eL

、
U
4市
ρ
骨

L
'平
↑
ヨ

一
億
フ
ラ
ン
に
及
ん
ゐ
る
。

/"司、

ー.-ノ、、.〆

以
上
の
外
濁
立
償
還
金
庫
は
そ
の
創
立
よ
り
一
九
一
二
三
年
十
二
月
末
日
ま
で
に
各
種
の
名
義
に
於
い
て

償
還
又
は
廃
棄
借
換
を
行
っ
た
が
、
そ
の
金
額
は
穂
許
約
一

O
億
フ
ラ
ン
で
あ
る
。

以
上
濁
立
償
還
金
庫
が
一
九
二
六
年
十
月
一
日
よ
り
一
九
三
二
年
末
日
ま
で
に
償
還
ぞ
の
他
方
法
に
よ
り
慮
理

せ
る
公
債
締
額
は
一
一
二
四
億
六
回

0
0
国
フ
ラ
ン
に
迭
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
中
償
還
せ
る
も
の
は
二
六
五
億
八
一

0
0寓
ヌ
ラ
ン
で
あ
る
と
い
は
れ
る
。

己
に
辿

ψ

へ
た
る
が
ご
と
く
、
元
来
濁
立
償
還
金
摩
は
闘
防
誼
券
の
管
理
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
少
く
も

専
門
家
委
員
舎
の
意
闘
は
此
鞘
伝
明
示
し
て
ゐ
た
。
然
る
に
ポ
ア
ン
カ
レ
は
外
闘
ク
レ
ヂ
ツ
ト
に
よ
る
フ
ラ
ン
安

フ
ラ
ン
見
の
猫
立
償
還
金
庫
に
就
い
て

第
四
十
巻

四
五

第

就

五

大城省理財局;悌岡田幣制整.t1j[p.うo.
Isra長1:op. Clt. p. 257・



フ
ラ
ン
ス
の
癒
す
一
償
還
金
庫
に
就
い
て

第
四
十
省

第
二
披

ー
ム
ノ、

pg 
ヨ丙;

定
策
を
止
れ
る
専
門
家
委
員
令
の
意
見
を
排
し
、
自
力
更
生
策
砂
一
企
闘
し
、
以
っ
て
フ
ラ
ン
丸
岡
民
の
精
神
的
協

力
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
還
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
同
時
に
猫
立
償
還
金
庫
に
劃
し
て
色

一
方
煙
草
専
買
益
金
共
他
悲
金
に
よ
る
自
動
的
資
金
調
達
機
能
を
認
め
る
と
共
に
、
そ
の
取
扱
公
債
も
草
に
闘
防

護
参
に
止
ら
争
、
克
に
共
他
の
公
債
を
も
収
扱
は
し
め
る
に
至
っ
た
。
日
疋
れ
印
ち
本
金
庫
が
そ
の
名
栴
な
る
闘
防

諸
歩
の
管
四
十
九
る
山
子
句
に
拘
出
せ
や
、

史
に
杭
械
的
に
其
他
の
公
債
の
償
川
崎
v
f
も
収
批
刊
日
、

之
に
と
コ
℃
よ
く
札
口

航
一
般
の
信
誌
を
高
め
、

克
改
誼
券
舗
を
し
て
平
等
な
ら
し
め
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

期
限
を
調
節
し
、

要
す
る
に
樹
立
償
還
金
庫
の
償
還
政
策
が
よ
く
二
六

O
億
フ
ラ
ン
の
公
債
ぞ
償
還
し
七
こ
と
は
、
大
躍
に
於
い

て
そ
が
成
功
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。
唯
し
か
し
、
積
極
的
な
賞
讃
に
は
向
ほ
問
題
が
残
る
。

蓋
し
同
公
債
に
し
て
同
金
庫
の
管
珂
に
属
す
る
も
の
は
少
〈
も
整
問
、
廃
棄
、

叉
は
償
還
を
・
つ
け
た
か
も
知
れ
な

い
け
れ
ど
も
、
又
他
方
に
於
い
て
新
な
る
流
動
公
債
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
謂
は
ゆ
る
右
手
に
償
還
し
て
左
手

に
借
入
れ
る
の
設
例
に
洩
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

向
煙
草
製
造
専
買

l
l
煙
車
産
業
経
替
勘
定

(ω
町
三
門
町
弘
、
同
名
一
o
一

Es--三巴
回
豆
町

]
}
m
z
z
u
g
n印
)
ば
一
九

二
六
年
八
月
十
日
‘
従
来
濁
立
し
て
ゐ
た
政
府
姻
草
専
買
に
L

封
し
て
加
へ
ら
れ
た
名
栴
で
あ
り
、
通
常
そ
の
頭
文

山
子
を
と
っ
て

S
-
E

・I
-
T
と
云
は
れ
る
つ
併
し
そ
の
麺
化
は
単
に
そ
の
名
栴
の
み
で
な
い
、
更
に
貰
質
的
に
も

従
来
の
単
な
る
製
造
事
業
よ
り
一
一
層
進
ん
で
商
工
的
経
従
事
業
へ
の
再
組
織
を
志
困
し
た
も
の
で
あ
り
、
之
に
よ

っ
て
よ
く
専
貰
耽
症
の
増
加
ぞ
周
ら
ん
と
ん
た
も
の
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
意
燥
の
稜
展
は
此
の
時
に
始
ま
っ
た
も

此射については本稿 A岡防謹券の管理に関する註参照;1悌圃闘債償還金庫設
定i二関する法律案(大蔵省調査月報第ò6港第 2-~Ji p. 4:ぺ
じf~. I}ámõrÚs~e;~è;';-t ~de la de-ite pubJique en Frunce. (1屯.日. L. F" '903 No 
4. p. 684 et suiv.); Decret du '3. aos.t， 1926 (B田 s.L C. 1926. pp目 204-206);
Jsrat;l: op. cit. pp. 259-263 
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の
で
は
な
く
巳
に
一
九
二
二
年
に
殺
表

3
れ
で
は
ゐ
る
が
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
煙
車
専
買
の
淫
傍
は
原
料
の
貫
入
、
製
匙
及
び
販
頁
の
三
部
門
よ
り
成
る
に
一
全
っ
た
。

ラ
ン
ス
に
於
け
る
煙
草
原
料
は
、

プ
ラ
ン
λ

及
び
植
民
地
産
の
も
の
の
外
に
外
岡
産
の
も
の
を
も
用
ひ
て
ゐ
る
。

煙
車
栽
培
は
許
可
制
度
に
よ
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
聞
係
よ
句
栽
培
者
は
煙
草
専
貰
管
開
局
の
監
督
を
受
け
る
。
そ

の
原
料
買
入
は
監
督
者
側
及
び
栽
培
者
側
か
ら
選
出
さ
れ
た
同
数
の
代
表
者
土
h
ノ
成
る
委
員
舎
に
よ
っ
て
行
は
れ

る
。
此
の
委
員
舎
は
一
九
二
八
年
ま
で
は
合
計
檎
査
院
の
監
督
を
受
け
て
ゐ
だ
が
、

一
九
二
八
年
三
月
十
九
日
の

法
律
は
之
を
園
民
経
済
合
議
の
監
督
の
下
に
置
く
に
至
っ
て
ゐ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
煙
車
率
頁
に
於
い
吋
し
住
討
す
べ
き
こ
止
は
、
そ
の
債
格
が
外
閉
じ
比
し
て
高
す
ぎ
る
と
い
ふ
こ

E

市

rめ
る
。

し
か
ち
川
町
平
栽
培
は
そ
の
生
産
物
取
引
の
憾
官
胞
に
於
い
て
状
、

比
、
白
誌
を
か
と
主
七

L

吹

J
H
?
剖
、
お

i
j
d
J
A
下
一
ム
ム

:
1
p
i
-
-
z
l
J
ι
H
1
1
1
4
4
1
J
P匂
川
斗
ι

性
を
有
っ
て
ゐ
る
。

こ
れ
，
か
た
め
煙
草
栽
培
の
許
可
件
数
の
増
加
は
ま
た
統
計
の
一
不
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
に
一

九
三
二
年
に
於
け
る
濁
立
償
還
金
庫
の
業
務
報
介
色
、
「
煙
車
は
今
日
最
も
よ
く
貰
れ
る
農
産
物
で
あ
る
。
そ
の
割

合
は
一
九
一
三
年
に
劃
し
て
六
八

0
.ハ
ア
セ
ン
ト
に
遣
し
て
ゐ
る
〕
と
述
べ
て
ゐ
る
こ
と
は
ま
た
容
易
に
こ
れ
金

推
定
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
つ

し
か
も
ご
プ
ン
ス
煙
草
の
債
格
が
高
い
こ
と
は
ま
だ
極
め
て
鮪
著
で
あ
り
、
世
界

市
場
に
於
け
る
同
一
品
質
の
煙
車
債
格
に
比
し
て
少
〈
毛
二
倍
宇
の
高
位
に
あ
る
と
い
は
れ
る
。
向
又
シ
ト
ロ
且

y
報
告
色
一
九
二
四
年
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
煙
草
の
保
護
は
三
五
バ
ア
セ
ン
ト
で
あ
り
、
之
を
以
っ
て
徐
り
に
高

す
ぎ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。

フ

ラ

y

ス
の
濁
立
償
還
金
庫
に
就
い
て

第
四
十
巻

UY 
五

第

披

七

ア

Cfr. Les operaltioDs de 1a c<l.Ï ~.~;e d.'alu()rtissement pendant l'annee 1932 
(llol!etin de statistig田 etde leg;i:llation financiere sep. I~33) 
Israil: op. cit. p. 261 
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フ
ラ
ン
ス
の
濁
す
償
還
金
庫
に
就
い
て

第
四
十
巻

四
五
凶

第

披

J'、

が
採
用
せ
る
最
も
重
要
な
改
善
は
、
己
に
遮
ぺ
た
る
ご
と
ノ
¥
そ
の
経
傍
方
針
に
商
工
的
経
特

要
素
を
加
へ
た
こ
と
、
特
に
そ
の
販
責
組
織
に
劃
す
る
整
更
で
あ
る
。
且
一
瞳
的
に
一
去
へ
ゆ

s
・E
・I
-
T
は
一
九

S

・E
・I
・T

二
七
年
よ
り
販
貰
部
を
設
け
た
が
、
そ
の
役
割
は
製
造
販
貰
聞
の
密
接
な
連
絡
を
保
た
ん
'
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
年
ま
で
は
煙
草
の
資
捌
は
専
ら
問
視
課
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

h
y
〈
の
ご
と
き
行
政
的
分
課
に
於
い
て

は
収
引
佐
川
政
際
要
求
に
適
階
サ
し
め
る
デ
}
』
困
難
で
あ
る
。
世
一
こ
に
於
い
て
之
に
改
善
を
加
へ
、
ぞ
の
版
究
組
織

を
よ
く
賓
際
の
要
求
に
一
訟
は
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
確
か
に
一
の
進
歩
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
に
於
け
る
改
善
を
具
間
的
に
述
べ
る
と
、
ま
づ
第
一
に
は
販
寅
監
督
官
な
る
上
級
監
訳
有
機
闘
を
創
設

し
た
左
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
煙
草
小
買
業
者
の
煙
草
陳
列
方
法
を
規
定
せ
る
こ

E
で
あ
る
。
第
三
に
は

煙
車
小
買
業
者
の
負
携
引
下
に
よ
る
府
舗
設
備
の
改
善
で
あ
り
、
第
四
に
は

5

・E
・I
-
T
の
直
接
監
督
下
に
あ

っ
て
経
替
さ
れ
る
直
管
販
買
部
の
開
設
で
め
る
。
向
ほ
第
五
に
め
ャ
べ
き
も
の
に
小
責
業
者
相
互
信
用
の
組
織
が

あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
一
種
の
信
用
責
制
度
の
採
用
で
あ
り
、

一
九
三
二
年
末
に
於
い
て
之
に
加
入
せ
る
も
の
は

小
買
業
者
組
数
回
八

.
0
0
0
人
中
約
一
三
、

0
0
0
人
を
数
へ
る
に
至
り
、
此
等
の
人
々
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る

信
用
金
額
は
八
六

O
O寓
プ
ラ
ン
に
及
ん
で
ゐ
る
。
そ
し
て
最
後
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
に
、
工
業
的
経
傍
に
於
い
て
加
へ
ら
れ
た
改
善
郎
ち
生
産
費
計
算
の
た
め
の
複
式
工
業
簿
記
の
採
用

炉
建
っ
て
ゐ
る
。

此
等
改
善
の
た
め
、
煙
草
事
責
牧
盆
が
極
め
て
好
ま
し
い
結
果
を
結
ぷ
に
軍
一
っ
た
こ
と
は
営
然
で
あ
る
が
、
ぞ

Israι1; Ctp. cIt. p. 262 
Israci!l; Op. cit. p. 263. 
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の
殺
展
は
山
早
に
間
内
の
み
に
止
ら
や
、
更
に
同
外
に
ま
で
及
♂
、
今
日
の
結
構
恐
慌
に
も
拘
ら
や
そ
の
卦
外
輸
出

ほ
一
九
二
七
年
よ
り
一
九
三
二
年
に
一
日
一
る
間
に
於
い
て
一
七

O
O蔦
プ
ラ
ン
よ
り
一
二

0
0高
プ
ラ
ン
に
増
加

一
九
三
三
年
末
に
は
減
じ
た
が
向
ほ
二
五

O
O寓
プ
ラ
ン
に
及
ん
で
ゐ
る
。

し
総
括
的
に
云
っ
て
煙
草
責
上
は
濁
立
償
還
金
庫
設
定
後
著
し
〈
増
加
し
て
ゐ
る
。
そ
の
総
領
は
一
九
二
七
年
に

は
三
六
億
九
八

O
O寓
ブ
ラ
シ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

一
九
三
一
年
に
は
四
五
億
八
六

O
O高
プ
ラ
ン
に
増
加
し

て
今
日
ま
で
の
最
高
額
を
示
し
、

一
九
三
二
年
に
は
梢
E

誠
じ
で
は
ゐ
る
が
向
ほ
四
四
億
七
六

0
0高
プ
ラ
ン
を

示
し
て
ゐ
る
。
問
題
は
此
の
情
勢
に
於
い
て
巣
し
で
そ
の
奴
資
機
能
が
行
詰
っ
て
ゐ
る
か
百
か
と
い
ふ
賄
に
存
寸

'e、，、

dJ;

。
此
粕
に
封
ず
る
ル
ム
日
は
刷
用
問
的
で
あ
る
。

.( 

は
如
f~J 
1.]. 

'~I 

j52 
4安

《よ
る

。
i有

，:6 
tず

ら
It'l-
l5 
も
じり

l主

一
入
賞
、
り
紙
巻
煙
草
消
費
高
よ
り
の
見
方
で
J

の
る
が
、
第
二
に
は
将
来
に
於
け
る
葉
巻
煙
草
の
需
要
増
加
に
つ
い

て
も
論
ぜ
ら
れ
る
。

今
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
紙
巻
煙
草
の
一
人
常
り
消
費
高
を
英
米
の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
、

フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て

一
九
三
二
年
の
一
人
営
り
紙
巻
煙
草
消
費
高
は
四
一
七
本
に
過
ぎ
な
い
が
、
之
に
劃
し
て
北
米
A
口
衆
闘
は
九
一
二
七

本
、
イ
ギ
リ
ス
に
至
つ
て
は
一

0
0
0
本
以
上
で
あ
る
。
更
に
ま
た
責
上
金
額
に
つ
い
て
見
る
と
紙
巻
煙
草
よ
'
り

も
薬
巻
煙
草
に
於
い
て
そ
の
増
加
率
大
で
み
る
が
、
此
等
の
こ
と
は
如
何
に
フ
ラ
ン
ス
煙
草
の
賂
来
に
問
題
が
大

き
く
暗
唱
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
語
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

七
年
に
於
い
て
総
額
の
一
一
一
一
バ
ア
セ
ン
ト
、

己
に
の
ぺ
だ
る
い
か
ご
と
く
、
紙
巻
煙
草
の
増
加
が
一
九
二

一
九
三
二
年
に
於
い
て
三
一
二
・
四
バ
ア
セ
ン
ト
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と

フ
ラ
ン
ス
の
猫
立
償
還
金
庫
に
就
い
て

第
問
十
巻

四
五
五

第
二
披

九

Isra吾1:op cit. p.26I. 45) 



フ
ラ
ン
ス
の
猫
立
償
還
金
庫
に
就
い
で

第
四
十
巻

第

就

四
五
大

O 

は
、
調
立
償
還
金
庫
創
設
後
新
製
品

(
バ
ル
ト
、
ウ
ィ
イ
ク
エ
ン
ド
、
セ
ル
テ
ィ
ッ
ク
)

を
以
っ
て
あ
げ
た
増
加
に
も
拘
ら

ゃ
.
向
ほ
格
段
の
改
善
に
基
く
増
加
が
期
待
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
於

ぃY

て
煙
車
専
買
が
有
つ
樹
立
償
還
金
庫
的
財
源
の
弾
力
性
に
は
向
ほ
期
待
さ
れ
得
る
も
の
が
あ
る
と
い
ひ
得
ら
れ

ザ

屯

〈

I!!~I 

前官

以
上
に
於
い
て
、
最
近
フ
ラ
ン
ス
の
樹
立
一
償
還
金
庫
が
、
如
何
な
る
役
割
伊
有
ち
、
如
何
に
し
て
成
立
し
、
如

何
な
る
業
蹟
を
あ
げ
た
か
を
述
べ
た
。
要
す
る
「
い
こ
の
金
庫
へ
の
考
察
は
、
公
債
の
管
理
及
び
償
還
の
目
的
ぞ
煙

車
専
寅
盆
金
の
増
加
に
よ
っ
て
固
ら
ん
と
せ
る
も
の
で
あ
h
、
こ
の
間
に
於
い
て
岡
防
誼
券
な
る
名
義
に
於
げ
名

公
債
管
理
が
そ
の
所
期
の
目
的
を
達
し
た
こ
と
を
認
め

F
る
を
得
な
い
・
も
の
で
め
り
、
ま
た
そ
の
範
園
に
於
い
て

長

財
政
上
並
に
之
に
基
〈
閏
家
信
用
上
、
そ
の
復
興
に
カ
を
添
へ
た
こ
と
ま
た
疑
ふ
徐
地
な
い
。
此
の
意
味
に
於
い

よ
〈
そ
の
所
期
の
致
果
を
あ
げ
、
謂
は
ゆ
る
従
来
ピ
.
ッ
ト
式
公
債
償
還
法

て
一
九
二
六
年
八
月
七
日
の
法
律
炉
、

が
陥
る
を
常
と
し
て
ゐ
た
誤
謬
含
き
け
得
七
こ
と
は
之
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

尤
も
今
日
の
ご
と
き
財
政
上
の
窮
之
時
に
め
つ
て
は
、
之
に
調
し
で
も
亦
批
判
が
起
る
こ
と
は
止
な
を
得
な
い
。

卸
ち
も
し
煙
草
専
買
を
特
に
濁
立
せ
る
財
源
と
し
て
同
金
庫
に
従
属
せ
し
め
r
ぜ
る
と
き
は
、
年
冷
之
に
相
臆
す
忍

財
源
が
考
へ
ら
れ
利
用
さ
れ
得
る
。
し
か
色
一
冗
来
公
債
の
償
還
な
る
も
の
は
珠
算
に
よ
る
剰
飴
か
ら
支
梯
ふ
べ
き

Israel ; op. cit. p. 263・
N: Lauvre de Ia caisse d'am01.tis岡山口】. (Jol1rnal d.e，官;Conorn凶 es.[5 nnY. 

1934・p・736)
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で
あ
る
、
然
る
に
樹
立
償
還
金
庫
は
、

一
方
に
於
い
て
償
還
す
る
と
共
に
、
他
方
に
於
い
て
募
債
し
て
居
り
、
か

く
の
ご
と
き
こ
土
は
到
底
健
全
な
る
財
政
政
一
策
と
は
一
五
へ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
志
味
よ
り
す
れ
ば
、
金
庫
に

よ
る
償
還
は

U
し
ろ
新
な
る
岡
原
借
入
の
誘
惑

E
さ
へ
な
る
と
批
判
さ
れ
る
。

素
よ
り
こ
の
見
方
γ

い
も
亦
そ
の
有
つ
意
義
は
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
併
し
ま
た
三

C
C
O
億
フ
ラ
ン

の
公
債
を
有
つ
フ
ラ
ン
ス
の
貫
朕
を
見
、
色
し
倒
立
金
山
県
の
機
能
に
』
っ
て
渓
落
せ
八
と
し
た
ア
一
7.
ン
ス
の
岡
山
家

信
用
を
維
持
す
る
と
共
に
、
克
に
こ
れ
佐
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
に
於
い
て
は
、
そ
の
有
つ
重
要
性
は
決

し
て
軽
い
も
の
で
は
な

h
o
ふ
り
し
ろ
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
ぞ
危
機
に
瀕
せ
る
フ
ラ
ン
ス
の
信
認
が
維
持
3
れ
た
も
の

で
あ
る
と
き
へ
考
へ
ら
れ
る
。
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1
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カ
治
柏
在
日
判
h
b
r
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劃
引
W
J
q
y
e
フ

L
'
t
U
性

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
ま
た
更
に
、
そ
の
運
用
に
し
て
営
を
得
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
草
に
園
防
護
家
の

み
で
な
〈
、
公
債
一
一
般
の
管
関
乃
至
償
還
を
行
ふ
こ
と
亦
必
や
し
も
不
可
能
で
は
な
い
で
め
ら
う
。
か
く
の
ご
と
き

志
味
か
ら
し
て
、
ぞ
の
償
還
金
庫
資
金
獲
得
手
段
と
し
て
煙
車
専
賓
の
外
に
燐
寸
専
買
も
亦
考
慮
さ
れ
て
ゐ
る
。

之
を
要
す
る
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
濁
立
償
還
金
庫
ば
7
-
Y

ン
ス
の
ご
と
き
金
融
財
政
上
特
に
不
利
な
る
股
態
に
お

か
れ
た
闘
に
し
て
特
に
そ
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
ペ
U
Y

ギ
イ
、

イ
タ
リ
ヤ
の
ご
・
と
き
此
種
問

題
解
決
に
つ
き
政
治
上
程
漕
上
フ
ラ
ン
ス
に
比
し
て
そ
の
困
難
の
度
少
き
闘
は
、
た
左
ひ
之
に
よ
っ
た
p

と
し
て
色

一
一
層
寝
易
に
大
戦
後
の
財
政
金
融
含
整
問
し
得
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

フ
ラ
シ
ス
の
濁
立
償
還
金
庫
に
就
い
ず

第

乱t

第
四
十
巻

四
五
七

Jeze: op. cit. pp. 433-435 
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